
平成２３年１月４日 

 

入札制度の変更について 

 

平成２３年１月１日から，工事案件について，次のとおり入札制度を変更しますの

で，入札の参加に当たっては御留意ください。 

 

低入札価格調査失格基準額の変更  

平成２３年１月１日以降に公告する案件から，低入札価格調査失格基準額の算出

方法を次のとおりとします。 

 

○低入札価格調査失格基準額の算出方法 

低入札価格調査失格基準額は，予定価格の内訳に対し，直接工事費の７５％，

共通仮設費の７０％，現場管理費の７０％，一般管理費の３０％（諸経費とし

て一括して計上する場合にあっては，４５％）で算出した額の合計金額としま

す。 

（入札金額の内訳の項目ごとの額が，当該項目の判定率を下回っても，項目

の合計金額が低入札価格調査失格基準額を下回っていなければ，失格とはなり

ません。） 

      

          

低入札価格調査失格基準額の算出方法 
予定価格の内訳 

現行 変更後 

直接工事費 ７５％ ７５％ 

共通仮設費 ７０％ ７０％ 

現場管理費 ６０％ ７０％ 

一般管理費 ３０％ ３０％ 

低入札価格調査失格

基準額 

上記算出額の合計

金額 

 

⇒

上記算出額の合計

金額 

 

 


